
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成１９年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　一般市類型Ⅰ-０平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

１９年度

１９年度
6,013587,014 2,212,9021,416,921

千円

給与費 B／A

　　　３　甲州市は平成１７年１１月１日に塩山市、勝沼町、大和村が合併したので平成１５年ラスパイレス指数は未確定

　　　　　千円 千円
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Ｂ／Ａ
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住民基本台帳人口

　　（平成１９年度末）

甲州市の給与・定員管理等について

実 質 収 支

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参考

Ａ／Ｂ

歳 人 円 円 円 ―

うち用務員 歳 人 円 円 円 用務員 歳 円 1.07

うち自動車運転手 歳 人 円 円 円 自動車運転手 歳 円 1.37

うち学校給食員 歳 人 円 円 円 調理士 歳 円 0.73

歳 円 円 円 ―

歳 円 円 ―

歳 円 円 円 ―

※山梨県、国、一般市累計Ⅰ-０データ　Ｈ２０総務省資料より

（Ｈ２０年４月１日）

うち用務員 円 円

うち自動車運転手 円 円

うち学校給食員 円 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成１７年～１９年の３ヶ年平均）
※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に
　 支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が
　　　　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円－

中　学　卒

Ｃ／Ｄ

参　考
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――
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172,200
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－
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225,400
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－

221,900

319,400251,100

―

―129,200

－

経験年数１０年

高　校　卒 146,700137,200

区　　　　分
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387,358

（国ベース）
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385,500
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370,700
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―
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338,000

43.3
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―
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3,983,000

48.9
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3,357,300
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―

204,000
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―

―
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―

―
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―
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―

―

―

―
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―
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―

―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在）

（注）１　甲州市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注）平成１８年に９級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

　 ・人事評価制度導入に向けて、準備段階であり検討中。
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成１９年度支給割合） （平成１９年度支給割合） （平成１９年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～２０％・管理職加算 １０～２５％ ・役職加算　５～２０％・管理職加算 １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

・人事評価制度導入に向けて、準備段階であり一律支給。

（2) 退職手当（平成２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　甲州市職員早期退職優遇制度 その他の加算措置　定年前早期退職特例措置

措置（３％～３０％）加算 （２％～２０％）加算

１人当たり平均支給額（平成１９年度）　　　　

千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（平成２０年４月１日現在） ※該当なし

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

59.28

59.2859.28

41.34

1.50

0.75

23.50

国

30.55

1.60

3.001.50

47.50

１人当たり平均支給額（平成１９年度）

41.34

23.50

1.60 0.75

甲　州　市

1.60 0.75

国山　梨　県

―
１人当たり平均支給額（平成１９年度）

1,839

33.50

―

59.28

支給率

59.28

21,720

―

支給実績

支給対象地域

支給職員１人当たり平均支給年額

47.50

30.55

1,607

甲　州　市

3.00 3.00

33.50

59.28

1.50

支給対象職員数 国の制度（支給率）
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 (4) 特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

行旅死亡人の取り扱い又は行
旅病人の救護に従事した職員

左記職員に対する支給単価

職員１人当たり平均支給年額（平成１９年度決算）

福祉業務手当

有害物取扱手当

清掃業務手当 環境課職員

主な支給対象職員

福祉介護課、鈴宮寮に勤務する職員

支給実績（平成１８年度決算）

月額４，５００円

差押え１件３００円、引揚げ１件５００
円、公売１回３００円

支給実績（平成１９年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１９年度）

手当の名称

市税の徴収に関する事務のう
ち、差押え、引揚げ、公売に
従事した職員

健康増進課医師

健康増進課職員

診療に従事した医師

感染症の患者等の救護、病原
体が付着した物件の処理に従
事した職員

税務課職員

行旅死亡人等取扱手当 福祉介護課に勤務する職員

支給実績（平成１９年度決算）

水道課職員

職員１人当たり平均支給年額（平成１８年度決算）

し尿処理業務、犬、ねこ等の
死体取扱いに従事した職員

54,494

191

液体塩素を取り扱う業務

199

72,338

月額５５，０００円

生活保護の指導監督を行う業
務、鈴宮寮に勤務する職員

手当の種類（手当数）

保健衛生業務従事手当

防疫等作業手当

精神障害者福祉施設に勤務する職員
精神障害者福祉施設に勤務
する職員

7.6

１日につき５００円

医師診療従事手当

徴収手当

８種類

1,543

55,107

主な支給対象業務

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１９年度決算）

生活保護の指導監督月額４，５００円、
鈴宮寮勤務事務員等月額３，５００円、
その他の職員月額４，５００円

し尿処理業務月額８，０００円、犬、ねこ
等の死体１件につき６００円

１件につき５００円

行旅死亡人１回につき５，５００円、行
旅病人１回につき１，０００円
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（6) その他の手当（平成２０年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

管理職手当

同じ

国の制度と
異なる内容

同じ

午後１０時から翌日午前５時
までの間に勤務した場合に
勤務１時間当たり給与額の
１００分の２５支給

災害派遣手当

国の制度
との異同

医師給料表の適用を受ける
職員で１月２７６，０００円を
超えない範囲で支給

管理職員特別勤務手当

宿日直手当

扶養手当

配偶者１３，０００円、配偶者
以外の扶養親族６，５００円
（配偶者がいない場合一人
目１１，０００円）、満１６歳年
度初めから満２２歳年度末
までの間にある子一人につ
き５，０００円加算

同じ

手　当　名 内容及び支給単価

―

異なる

―

管理職員が週休日又は、祝
日法による休日等若しくは
年末年始の休日等に勤務し
た場合に５０００円を超えな
い範囲で支給 ６時間を超え
る勤務は５割増

―

祝日法による休日等及び年
末年始の休日等に勤務した
場合勤務時間１時間当たり
給与額の１００分の１２５から
１００分の１５０までの範囲内
で支給

災害対策基本法により当市
に派遣された職員に１日６，
６２０円を越えない範囲内で
支給

同じ

夜間勤務手当

庁舎の宿日直１回につき４，
２００円

地域手当

通勤手当

交通機関利用者５５，０００
円まで支給
交通用具利用者２km以上５
km未満２，０００円、５km以
上１０km未満４，１００円、１０
km以上１５km未満６，５００
円、以下同様に５km区分毎
に額設定最高限度額片道６
０ｋｍ以上２４，５００円

寒冷地手当
合併前の大和村の区域に
在勤する職員に１７，８００円
～７，３６０円を支給

異なる

持ち家の場合２，５０
０円（新築、購入から
５年間限度）

―

初任給調整手当

―

役職に応じ１８，０００
円～６，０００円を支
給

―

借家の場合　家賃の額に応
じ２７，０００円を限度に支給
持ち家の場合４，０００円

住居手当

役職に応じ５７，５００円～３
５，７００円を支給

医師給料表の適用を受ける
職員の給料・管理職手当・
扶養手当月額の合計の１
５％を支給

異なる

同じ

84,327

休日勤務手当

―

支給実績
（平成１９年度決算）

同じ

―同じ

263,929

―

4,132

1,023

―

―

―

56,833

44,604

支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成１９年度決算）

19,868

11,547

38,360 408,085

43,905

117,562

――

１月３０６，９００円を
超えない範囲

―

―

1,848 57,750

―
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５　特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給与月額×在職月数×0.42 円

　給与月額×在職月数×0.25 円

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

         勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

市　　　　　　　　長

副　　　市　　　 長

議 長

15,041,376

7,140,000

　　（平成１９年度支給割合）

副 市 長

633,000

595,000

　　（平成１９年度支給割合）

議 員

副 議 長

副 市 長

報

酬

市 長

議 長

副 議 長

議 員

区 分

811,000

期
末
手
当

備　　　　考

退
職
手
当

市 長

400,000

345,000

給

料

440,000

3.30

746,100

380,000

（参考）　　　一般市類型Ⅰ-０における最高／最低額

4.40

251,000

347,500

460,000

227,000

給　　　料　　　月　　　額　　　等

309,000495,000

1,010,000

335,000

800,000

任期毎

任期毎
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数 人

人）

人口１万人当たり職員数 人

人）

人口１万人当たり職員数 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成２０年４月１日現在）

　

（注）１　甲州市は平成17年11月1日に合併したので5年前の職員数は未確定である。

0

20歳

小　計

人人

55歳 59歳

職 員 数

4

一
般
行
政
部
門

民　　生

水　　道

交　　通

未満

そ の 他

22

53

89

4

83 78

353369

職員数
人

以上51歳

275

50 31

＜参考＞

△ 11

計

15

52歳

21

56歳

△ 1

15

～

後期高齢者医療業務による増

0

機構改革に伴う減

97.10

課の統合による減

0

43歳 47歳

30

5

75

△ 1

4847

[　　470    ］

19

7 4717 27

人 人

39歳35歳

人人 人

区　分

27歳 31歳

人

～

20歳 36歳

～

32歳28歳

～～

31

合　　計

～

教育部門

計

24歳

土　　木

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

病　　院

下 水 道

商　　工

議　　会 5

17

1

30

労　　働

農林水産

85

衛　　生

286

79

　　　　　　　　        区　　分

　部　　門

総　　務

税　　務

普
通
会
計
部
門

小　計

消防部門

23歳

人 人

60歳44歳

[        0  ］

～ ～ ～

△ 1

対前年
増減数

主な増減理由

△ 2

0

0

＜参考＞

75.64

100.58

73.94

事務事業見直しによる減

市民税担当県職員配置による減

事務事業見直しによる減

退職に伴い臨時職員対応による減

14

24

17

1

30

平成２０年

△ 382

平成１９年

組織機構改革及び事務事業見直しによる減

0

△ 5

△ 16

416 401

[　　470    ］

△ 15

13

△ 4

（一般市類型Ⅰ-０の人口１万人当たり職員数

人人

40172 163

0

1

48歳

2

＜参考＞

110.30

～

40歳

33

（一般市類型Ⅰ-０の人口１万人当たり職員数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成
比

%
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

　　　　（　　％）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降   
  　　　現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

計

教　育

（42.9％）

純減数 純減率

73

数値目標

255

△ 51

１８年～２０年

計

△ 15

4

△ 15

△ 26

△ 1

（参考）

職員数

376

△ 15

48

△ 35

２１年

平成17年4月1日

計画期間

　　　　　　　　　      区　　分

  部　　門

11.9

51人の純減

数値目標

４年目

職員数

△ 12

416428

1

△ 15等 会 計

290

計画始期

291

３年目１年目 ２年目

286 275

△ 15

△ 1

63 48 47 48

78

1

△ 5

15

74

1

89

△ 6

401

１８年

376 51

平 成 22 年 4 月 1 日

終　期

１７年 １９年

職員数

平成22年4月1日

職員数

増 減

職員数

始　期

427

一般行政

平 成 17 年 4 月 1 日

増 減

427

増 減

消　防

公営企業 職員数

（100.0％）

（51.0％）

職員数

増 減

増 減

―

△ 5 （△400.0％）

83

２０年

△ 11

２２年

５年目
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成１９年度支給割合） （平成　　年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分

　　　　　　区　　分

35,248

１９年度

8,0779

１人当たり平均支給額（平成１９年度）

　一人当たり給与費職員手当

１８年度の総費用に占

総費用に占める

36,256

　　　　　　Ａ

職員数

職員給与費比率

0.75

千円千円

6,874

（参考） 水道事業（市町村）平均

　　　　千円

期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B／A

千円　

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　計　　Ｂ

16.0349,262

給　 料

Ａ  

％

一人当たり

％

58,092

める職員給与費比率

16.6

　　　　　　Ｂ／Ａ

総費用
区　　分

職員給与費
純損益又は実

千円　

571,242

平　均　年　齢 基本給

6,455

Ｂ　

千円　　　　　千円

374,552

１人当たり平均支給額（平成１９年度）

1,792

58,092
１９年度

人

甲 州 市

45.5団 体 平 均

甲　　州　　市

千円

14,767

千円

事 業 者

1.60

1.503.00

1,641

水道事業（団体平均）

537,889346,67646.7

平均月収額

　 質収支
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イ　退職手当（平成２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　甲州市職員早期退職優遇制度 その他の加算措置

措置（３％～３０％）加算

１人当たり平均支給額（平成１９年度）　　　　

千円

ウ　地域手当

（平成２０年４月１日現在） ※該当なし

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

手当の名称

支給実績

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ８ 年 度 決 算 ）

支給率 支給対象職員数

支給実績（平成１９年度決算）

支 給 実 績 （ 平 成 １ ８ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１９年度決算）

一般行政職の制度（支給率）

41.34

支給職員１人当たり平均支給年額

33.50

47.50 59.28

0

支給対象地域

513

１件につき５００円

3,592

419

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ）

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

有害物取扱手当 水道課の職員

主な支給対象職員

59.28 59.28

水道事業（団体平均）甲　州　市

54

54,000

液体塩素を取り扱う業務

2,931

11.1

主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１９年度）

23.50 30.55
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カ　その他の手当（平成２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    → 6 (3) ② を参照

数　値　目　標

計画期間

終　期

5,250

純減率純減数平成22年4月1日平成17年4月1日

職員数 職員数

始　期

36 千円管理職員特別勤務手当 18,000

21 千円

同じ

同じ

同じ

同じ

管理職手当

住居手当

同じ

同じ

宿日直手当

災害派遣手当

夜間勤務手当 同じ

通勤手当

扶養手当

休日勤務手当

手　当　名 内容及び支給単価

0

1,169 194,833

32,333

274,125

千円 0

0

426,500

千円 0

0

0 千円

同じ 千円

853 千円

194 千円

同じ

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる
内容

2,193 千円

（平成１９年度決算） 平均支給年額

（平成１９年度決算）

支給職員１人当たり支給実績
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 (2)　ぶどうの丘事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（平成１９年度支給割合） （平成　　年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区　　分

　　　　　　Ｂ／Ａ

　 質収支
総費用 職員給与費

１８年度の総費用に占

１９年度

区　　分

純損益又は実 総費用に占める

職員給与費比率

％

Ａ  Ｂ　

　　　　千円 千円　 千円　 ％

める職員給与費比率

１９年度
13.6 12.6

一人当たり

807,923 43,029 110,200

（参考） 観光施設事業（市町村）

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B／A 　平均一人当たり給与費

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

23 66,348 15,201 28,651 110,200 4,791 5,659

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

甲 州 市 － 240,391 399,275

団 体 平 均 － 307,016 474,369

事 業 者

甲　　州　　市 観光施設事業（団体平均）

１人当たり平均支給額（平成１９年度） １人当たり平均支給額（平成１９年度）

1,246 1,369

3.00 1.50

1.60 0.75
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イ　退職手当（平成２０年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　甲州市職員早期退職優遇制度 その他の加算措置

措置（３％～３０％）加算

ウ　地域手当

（平成２０年４月１日現在） ※該当なし

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

甲　州　市 観光施設事業（団体平均）

23.50 30.55

33.50 41.34

47.50 59.28

59.28 59.28

支給実績

支給職員１人当たり平均支給年額

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（平成１９年度決算） 5,859

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１９年度決算） 254,739

支 給 実 績 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ） 0

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ９ 年 度 決 算 ） 0

支 給 実 績 （ 平 成 １ ８ 年 度 決 算 ） 0

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ８ 年 度 決 算 ） 0
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